
 
 

H30 
3/31 

平成26年度までに主任介護支援専門員研修を修了した方（経過措置対象者） 

の介護支援専門員証の有効期間について 

特段の申し出をしない場合、介護支援専門員証と主任資格の有効期間が揃います 

介護支援 
専門員 

主任介護 
支援専門員 

主任介護 
支援専門員 

介護支援 
専門員 

置換後の有効期間 

調整※ 

H25 
3/31 

H30 
3/31 

H30 
２/3 

R5 
2/2 

H25 
3/31 

平成29年度に主任更新研修を修了し、平成30年3月31日に介護支援専門員証の有効期間が満了する方の例 

H30 
2/3 

H29年度主任更新研修修了日 

H24 
1/7 

H24 
1/7 

H24年度主任研修修了日 

R10 
2/2 

R10 
2/2 

R4 

R4 

R5 
3/31 

R5 
3/31 ◎＝更新申請 

◎＝更新申請 

◎ 

◎ 

◎※ 

◎ 

R10 
3/31 

◎ ◎ ◎ ◎ 

介護支援専門員証の有効期間には、 
介護支援専門員の有効期間（下段）

が記載されます 

介護支援専門員証の有効期間には、 
介護支援専門員の有効期間（下段）

が記載されます 

主任資格の有効期間は主任更新修了証の発行日（初回）、満了日翌日（2回目以降）から5年 
（この例の場合、2月3日～5年後の2月2日、翌2月3日から5年後の2月2日まで…） 

主任資格は、主任の有効期間内に主任更新を修
了していれば、専門員証の有効期間を切らさな
い限り、更新申請は不要で自動更新されます。 

※H30 3/31までの専門員証を持っていますが、
R5 3/31までではなく、主任資格に合わせて 
R5 2/2までの専門員証が交付されます。 

主任資格の有効期間は主任更新修了証の発行日（初回）、満了日翌日（2回目以降）から5年 
（この例の場合、2月3日～5年後の2月2日、翌2月3日から5年後の2月2日まで…） 

R4年度主任更新研修修了日 

特段の申し出をする場合、介護支援専門員証と主任更新研修修了証明書の有効期間は揃いません（別々の期間のままです） 

R5 
2/2 



R9 
3/31 

平成27年度以降に主任介護支援専門員研修を修了した方 

の介護支援専門員証の有効期間について 

特段の申し出をしない場合、介護支援専門員証と主任資格の有効期間が揃います 

介護支援 
専門員 

主任介護 
支援専門員 

主任介護 
支援専門員 

介護支援 
専門員 

置換後の有効期間 

調整 ※ 

H29 
3/31 

R4 
3/31 

H30 
2/3 

R7 
10/21 

H29 
3/31 

H30 
2/3 

平成29年度に主任更新研修を修了し、令和4年（平成34年）3月31日に介護支援専門員証の有効期間が満了する方の例 

R2 
10/21 

H27 
10/22 

H27 
10/22 

R2 
10/21 

R4 
3/31 

R6 

R6 

R12 
10/21 

R12 
10/21 

R14 
3/31 

介護支援専門員証の有効期間には、 
介護支援専門員の有効期間（下段）

が記載されます 

介護支援専門員証の有効期間には、 
介護支援専門員の有効期間（下段）が

記載されます 

H29年度主任更新研修修了日 H27年度主任研修修了日 

主任資格の有効期間は主任研修修了証の発行日（初回）、満了日翌日（2回目以降）から5年 
（この例の場合、10月22日～5年後の10月21日、翌10月22日から5年後の10月21日まで…） 

◎＝更新申請 

◎ ◎※ 

◎ 

◎ ◎ ◎ ◎ 

◎＝更新申請 

主任資格は、主任の有効期間内に主任更新を修
了していれば、専門員証の有効期間を切らさな
い限り、更新申請は不要で自動更新されます。 

※R4 3/31までの専門員証を持っていますが、
R9 3/31までではなく、主任資格に合わせて 
R7 10/21までの専門員証が交付されます。 

主任資格の有効期間は主任研修修了証の発行日（初回）、満了日翌日（2回目以降）から5年 
（この例の場合、10月22日～5年後の10月21日、翌10月22日から5年後の10月21日まで…） 

R6年度主任更新研修修了日 

R7 
10/21 

特段の申し出をする場合、介護支援専門員証と主任更新研修修了証明書の有効期間は揃いません（別々の期間のままです） 

R9 
3/31 

◎ 


